
 

 

 

 

 

明石市では、経済的な理由によって就学させることが困難な保護者に対し、学用品費や給食費などの経費の

一部を援助する「就学援助」を実施しています。 

令和６年度の市立中学校入学予定者について「入学準備費」として入学前支給を行います。 

現在、就学援助を受けている人は手続き不要です。 

 

支給対象者   次の①～③の全てを満たす人が対象となります。 

① 令和６年２月１日現在就学援助の認定を受けている人 

② お子さまが令和６年４月に明石市立中学校に入学予定の人（国県立、私立学校などは対象外） 

③ 令和６年２月１日現在で明石市内に居住している人（令和 6年 3月末日以前に市外に転出する人を除く） 

支給金額等 

◆支 給 額 ： ６３，０００円（予定・令和５年度中学校入学予定者支給額） 

◆支 給 日 ： 令和６年３月上旬（予定） 

◆支給方法 ： 支給対象者を確認した後、小学校を通じて保護者に支給します。 

注意 

◆中学校入学後も引き続き就学援助を希望される場合は、中学校入学後に改めて申請が必要です。 

申請方法等は中学校入学後に学校から配布される「就学援助のお知らせ」をご確認ください。 

◆入学準備費を支給された人は、中学校入学後の「新入学学用品費等」の支給対象となりません。 

◆入学準備費を受給後、市外への転出や、私立・国立・県立の各学校に入学された場合には、全額返

還していただきます。転出された場合は市町村で改めて申請してください。支給対象となる要件は

市町村によって異なります。 

 

※ご不明な点がございましたら下記担当までお問い合わせください。 

      

令和５年度就学援助受給中の小学校６年生の保護者のみなさんへ 

入学準備費のご案内 

【問い合わせ先】 

明石市教育委員会事務局 教育企画室総務担当 

TEL：(078)918-5054 

ＦＡＸ：(078)918-5111 

e-mail：ed-somu@city.akashi.lg.jp 


